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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の機能を実行する機能実行部と、
　前記機能実行部に電源を供給する電源部と、
　前記機能実行部と前記電源部とを内包するカプセル本体と、
　前記カプセル本体に内包され、前記カプセル本体の外部から印加される磁界の磁気誘導
作用によって接離する一対の接点を有し、該一対の接点によって前記機能実行部と前記電
源部とを通電または通電遮断可能に接続するスイッチ部と、
　前記一対の接点を接離させる前記磁界の方向を外部から認識可能に示す方向指標と、
　を具備することを特徴とする被検体内導入装置。
【請求項２】
　前記スイッチ部は、リードスイッチであり、
　前記リードスイッチは、そのリード延出方向が前記カプセル本体の長手軸方向に対して
垂直となるように配置されたことを特徴とする請求項１に記載の被検体内導入装置。
【請求項３】
　前記カプセル本体は、略円筒形の長手軸方向に回転対称形状に形成され、
　前記スイッチ部は、前記長手軸方向に対して平行に配置されたことを特徴とする請求項
１に記載の被検体内導入装置。
【請求項４】
　前記方向指標は、前記カプセル本体の外部から前記磁界の方向を視認し得る態様で前記
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カプセル本体の内部に形成されることを特徴とする請求項１に記載の被検体内導入装置。
【請求項５】
　前記機能実行部は、照明光を発光する照明部を有し、
　前記カプセル本体は、前記照明部を備えた照明基板をさらに内包し、
　前記方向指標は、前記カプセル本体の外部から前記磁界の方向を視認し得る態様で前記
照明基板に形成されることを特徴とする請求項１に記載の被検体内導入装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検体内に導入されて、供給される電源により動作して所定の機能を実行す
るカプセル型内視鏡に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、内視鏡の分野においては、飲込み型のカプセル型内視鏡が提案されている。この
カプセル型内視鏡には、撮像機能と無線通信機能とが設けられている。カプセル型内視鏡
は、観察（検査）のために被検体（人体）の口から飲込まれた後、自然排出されるまでの
間、体腔内、例えば胃、小腸などの臓器の内部をその蠕動運動に従って移動し、順次撮像
する機能を有する。
【０００３】
　体腔内を移動する間、カプセル型内視鏡によって体内で撮像された画像データは、順次
無線通信により外部に送信され、外部に設けられたメモリに蓄積される。無線通信機能と
メモリ機能とを備えた受信装置を携帯することにより、被検体は、カプセル型内視鏡を飲
み込んだ後、排出されるまでの間に渡って、自由に行動できる。カプセル型内視鏡が排出
された後、医者もしくは看護士においては、メモリに蓄積された画像データに基づいて臓
器の画像をディスプレイに表示させて診断を行うことができる（例えば、特許文献１参照
）。
【０００４】
　このようなカプセル型内視鏡では、電源から各機能実行部への電源投入には、外部から
の磁界によって作用するリードスイッチが用いられることがあるが、一般的に既存のリー
ドスイッチは、その長手方向がカプセル型内視鏡の長手軸方向と垂直に設けられており、
磁界の方向とリードスイッチのリード延出方向を一致される必要がある。
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－２１０３９５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、カプセル型内視鏡は、長手軸方向に回転対称形状に形成されて回転方向
の規定がないため、磁界の方向とリードスイッチのリード方向を一致させるのが困難で、
たとえば磁界を発生する磁石をリードスイッチの回りに回転させて、方向性を確認しなが
らリードスイッチを可動させなければならず、リードスイッチのオン・オフ動作が煩わし
かった。
【０００７】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、カプセル型内視鏡の動作開始を容易に
行うことができるカプセル型内視鏡を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明にかかるカプセル型内視鏡は、
所定の機能を実行する機能実行部と、前記機能実行部に電源を供給する電源部と、これら
実行部と電源供給部とを内包するカプセル本体と、前記カプセル本体外にある磁性体によ
る磁気誘導によって接離する一対の接点によって前記機能実行部と電源部とを通電および
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通電遮断可能に接続するものであって、これら接点から延出するリード延出部の延出方向
が、前記カプセル本体の長手軸方向と実質的に平行となるように当該カプセル本体に内包
されたリードスイッチと、を具備することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明にかかるカプセル型内視鏡は、リードスイッチが、機能実行部と電源部とを通電
および通電遮断可能に接続するので、カプセル型内視鏡の動作開始を容易に行うことがで
きるカプセル型内視鏡を提供することができるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
被検体内導入装置および電源供給方法の実施の形態を図１～図９の図面に基づいて詳細に
説明する。なお、本発明は、これらの実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要
旨を逸脱しない範囲で種々の変更実施の形態が可能である。
【００１１】
（実施の形態１）
　図１は、本発明にかかる被検体内導入装置を含む無線型被検体内情報取得システムの全
体構成を示す模式図である。なお、この無線型被検体内情報取得システムでは、被検体内
導入装置として、被検体である人間の口などから体腔内に導入して、体腔内の被検部位を
撮影するカプセル型内視鏡を一例として説明する。図１において、無線型被検体内情報取
得システムは、無線受信機能を有する受信装置２と、被検体１内に導入され、体腔内画像
を撮像して受信装置２に対して画像信号などのデータ送信を行うカプセル型内視鏡３とを
備える。また、無線型被検体内情報取得システムは、受信装置２が受信した画像信号に基
づいて体腔内画像を表示する表示装置４と、受信装置２と表示装置４との間でデータの受
け渡しを行うための携帯型記録媒体５とを備える。
【００１２】
　受信装置２は、被検体１の対外表面に貼付される複数の受信用アンテナＡ１～Ａｎを有
したアンテナユニット２ａと、複数の受信用アンテナＡ１～Ａｎを介して受信される無線
信号の処理などを行う受信本体ユニット２ｂとを備え、これらユニットはコネクタなどを
介して着脱可能に接続される。なお、受信用アンテナＡ１～Ａｎのそれぞれは、たとえば
被検体１が着用可能なジャケットに備え付けられ、被検体１は、このジャケットを着用す
ることによって受信用アンテナＡ１～Ａｎを装着するようにしてもよい。また、この場合
、受信用アンテナＡ１～Ａｎは、ジャケットに対して着脱可能なものであってもよい。さ
らに、受信用アンテナＡ１～Ａｎはそれぞれ、それら先端部のアンテナ本体部が、被検体
１の身体に貼り付けることができるアンテナパッドに収容されるものであってもよい。
【００１３】
　表示装置４は、カプセル型内視鏡３によって撮像された体腔内画像などを表示するため
のものであり、携帯型記録媒体５によって得られるデータに基づいて画像表示を行うワー
クステーションなどのような構成を有する。具体的には、表示装置４は、ＣＲＴディスプ
レイ、液晶ディスプレイなどによって直接画像を表示する構成としても良いし、プリンタ
などのように、他の媒体に画像を出力する構成としても良い。
【００１４】
　携帯型記録媒体５は、受信本体ユニット２ｂおよび表示装置４に対して着脱可能であっ
て、両者に対して挿着された時に情報の出力または記録が可能な構造を有する。この実施
の形態では、携帯型記録媒体５は、カプセル型内視鏡３が被検体１の体腔内を移動してい
る間は、受信本体ユニット２ｂに挿着されてカプセル型内視鏡３から送信されるデータを
記録する。そして、カプセル型内視鏡３が被検体１から排出された後、つまり、被検体１
の内部の撮像が終了した後には、受信本体ユニット２ｂから取り出されて表示装置４に挿
着され、この表示装置４によって、携帯型記録媒体５に記録されたデータが読み出される
構成を有する。たとえば、受信本体ユニット２ｂと表示装置４とのデータの受け渡しを、
コンパクトフラッシュ（登録商標）メモリなどから構成される携帯型記録媒体５によって



(4) JP 4981316 B2 2012.7.18

10

20

30

40

50

行うことで、受信本体ユニット２ｂと表示装置４との間が有線で直接接続された場合より
も、被検体１が体腔内の撮影中に自由に動作することが可能となる。なお、ここでは、受
信本体ユニット２ｂと表示装置４との間のデータの受け渡しに携帯型記録媒体５を使用し
たが、必ずしもこれに限らず、たとえば受信本体ユニット２ｂに内蔵型の他の記録装置、
たとえばハードディスクを用い、表示装置４との間のデータの受け渡しのために、双方を
有線または無線接続するように構成してもよい。
【００１５】
　図２は、カプセル型内視鏡３の実施の形態１の内部構成を示す断面図であり、図３は、
磁性体である磁石を近づけた状態のリードスイッチ１４の構成を示す拡大図であり、図４
は、図２に示したカプセル型内視鏡３の回路構成の一例を示すブロック図である。カプセ
ル型内視鏡３は、被検体１の体腔内部を照明する照明手段としてのたとえばＬＥＤ１１、
体腔内の画像を撮像する撮像手段としてのたとえばＣＣＤ１２および体腔内の画像をＣＣ
Ｄ１２の撮像位置に結像させる光学手段としての光学系装置１３とを有する情報取得手段
としてのイメージセンサ３０と、ＣＣＤ１２で撮像された画像データを送信する伝送手段
としてのＲＦ送信装置１８とアンテナ１９とを有する無線部１７を備え、このイメージセ
ンサ３０と無線部１７とは、リードスイッチ１４を介して、電源供給手段としての電源部
１５と通電および通電遮断可能に接続されており、これらイメージセンサ３０や無線部１
７に電力を供給しており、これらをカプセル本体としてのカプセル型筐体１６内に配置し
た構成となっている。なお、イメージセンサ３０、無線部１７および後述する信号処理・
制御部３１は、本発明にかかる機能実行部１０の各部位を構成している。
【００１６】
　リードスイッチ１４は、図３に示すように、たとえば略円筒形のガラス管などによって
構成される外部筐体１４ａと、外部筐体１４ａから延出するリード延出部としてのリード
１４ｄ，１４ｅと、この外部筐体１４ａ内に設けられ前記リード１４ｄ，１４ｅの端部で
あり、カプセル型内視鏡３（カプセル型筐体１６）の長手軸方向と略平行に加わる磁界に
応じて互いに可動して接触する一対の接点としての可動電極１４ｂ，１４ｃとから形成さ
れている。これらリード１４ｄ，１４ｅおよび可動電極１４ｂ，１４ｃは、導電性で、か
つ磁性体の部材から形成され、可動電極１４ｂ，１４ｃは、外部筐体１４ａの中心軸に沿
って外部から挿入されて配置されている。そして、これらリード１４ｄ，１４ｅおよび可
動電極１４ｂ，１４ｃは、近づく磁石６によって生じる磁界Ｌの磁気誘導作用に応じて、
互いが異なる極性に磁化され、たとえば図３のように磁石６を近づけた場合には、リード
１４ｄがＮ極、可動電極１４ｂがＳ極に、リード１４ｅがＳ極、可動電極１４ｃがＮ極に
磁化され、この磁化により可動電極１４ｂ，１４ｃの一端が互いに接触するように可動す
る。
【００１７】
　この実施の形態にかかるリードスイッチ１４は、カプセル型筐体１６の略中央部に配設
されたスイッチ基板２０の表面に、その長手方向がカプセル型筐体１６の長手軸ｔ方向に
対して平行に設けられ、外部筐体１４ａから突出した各可動電極１４ｂ，１４ｃの他端で
あるリード１４ｄ，１４ｅがたとえばスイッチ基板２０上の図示しない配線に半田付けさ
れており、この配線を介して機能実行部１０および電源部１５と電気的に接続されている
。すなわち、リードスイッチ１４は、これら可動電極１４ｂ，１４ｃから延出するリード
１４ｄ，１４ｅのリード延出方向が、カプセル型筐体１６の長手軸方向と実質的に平行と
なるように当該カプセル型筐体１６に内包されて配置されている。したがって、可動電極
１４ｂと可動電極１４ｃが接触すると、電源部１５からの電源が機能実行部１０に供給さ
れて、各部位の機能実行のための動作が可能となる。なお、リードスイッチ１４は、スイ
ッチ基板２０の代わりに、たとえば後述するフレキシブル基板２８の表面に、その長手方
向がカプセル型筐体１６の長手軸ｔ方向に対して平行に設けられるように配置することも
可能である。
【００１８】
　カプセル型筐体１６は、たとえばイメージセンサ３０と無線部１７をそれぞれ覆う透明
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な半球ドーム状の先端カバー筐体と、先端カバー筐体と係合し、水密状態に保たれた内部
に電源部１５を介在させてイメージセンサ３０と無線部１７が配設される円筒形状の胴部
筐体とからなり、被検体１の口から飲み込み可能な大きさに形成されている。胴部筐体は
、可視光が不透過な有色材質により形成されている。
【００１９】
　ＣＣＤ１２は、撮像基板２１上に設けられて、ＬＥＤ１１からの照明光によって照明さ
れた範囲を撮像し、光学系装置１３は、このＣＣＤ１２に被写体像を結像する結像レンズ
からなる。また、ＬＥＤ１１は、照明基板２２上に搭載され、結像レンズの光軸を中心に
その上下左右の近傍６箇所に配置されている。さらに、イメージセンサ３０において、撮
像基板２１の背面側には、各部を処理または制御するための信号処理・制御部３１がイメ
ージセンサ３０とＲＦ送信装置１８とを制御する内部制御手段として搭載されている。ま
た、スイッチ基板２０と撮像基板２１と照明基板２２とは、適宜フレキシブル基板２８に
より電気的に接続されている。
【００２０】
　電源部１５は、たとえば胴部筐体の内径にほぼ一致する直径の２つのボタン型の電池２
４，２４により構成されている。この電池２４，２４は、たとえば酸化銀電池、充電式電
池、発電式電池などを用い得る。また、ＲＦ送信装置１８は、たとえば無線基板２５の背
面側に設けられ、アンテナ１９は、たとえば無線基板２５上に搭載されている。
【００２１】
　次に、カプセル型内視鏡３の回路構成を、図４を用いて説明する。このカプセル型内視
鏡３は、イメージセンサ３０として、ＬＥＤ１１およびＣＣＤ１２を備え、信号処理・制
御部３１として、ＬＥＤ１１の駆動状態を制御するＬＥＤ駆動回路２３と、ＣＣＤ１２の
駆動状態を制御するＣＣＤ駆動回路２６と、ＬＥＤ駆動回路２３、ＣＣＤ駆動回路２６お
よびＲＦ送信装置１８の動作を制御するシステムコントロール回路２７とを備え、無線部
１７として、ＲＦ送信装置１８と、アンテナ１９とを備える。
【００２２】
　カプセル型内視鏡３は、システムコントロール回路２７を備えることにより、このカプ
セル型内視鏡３が被検体１内に導入されている間、ＬＥＤ１１によって照射された被検部
位の画像データをＣＣＤ１２によって取得するように動作している。この取得された画像
データは、さらにＲＦ送信装置１８によってＲＦ信号に変換され、アンテナ１９を介して
被検体１の外部に送信されている。さらに、カプセル型内視鏡３は、リードスイッチ１４
を介してシステムコントロール回路２７に電力を供給する電池２４を備えており、システ
ムコントロール回路２７は、電池２４から供給される駆動電力を他の構成要素（ＬＥＤ駆
動回路２３、ＣＣＤ駆動回路２６、ＲＦ送信装置１８）に対して分配する機能を有してい
る。
【００２３】
　なお、電源部１５と機能実行部１０との間にラッチ回路（図示せず）を備え、ラッチ回
路の一部としてリードスイッチ１４を配し、磁石６を近づけた際にリードスイッチ１４の
可動電極１４ｂ，１４ｃの接触によって発生する信号をコントロール信号として前記ラッ
チ回路へと入力してオン状態とし、それ以降はこのオン状態をラッチ回路にて保持して、
電源部１５からの電力を継続して機能実行部１０へと供給する構成としてもよい。この構
成により、可動電極１４ｂ，１４ｃ間の接触抵抗の影響を受けることなく、効率の良い電
力供給を行うことができる。
【００２４】
　このような構成において、図５に示すように、外部の磁石６をカプセル型内視鏡３にお
けるカプセル型筐体１６の長手軸ｔ方向と平行になるように、リードスイッチ１４に近づ
け、この磁石６がリードスイッチ１４の可動可能範囲に入ると、長手軸ｔ方向と略平行に
加わる磁石６の磁界の磁気誘導作用に応じて、リード１４ｄ，１４ｅおよび可動電極１４
ｂ，１４ｃが異なる極性（Ｎ極、Ｓ極）にそれぞれ磁化される。この磁化により、可動電
極１４ｂと可動電極１４ｃが互いに引き寄せられるように可動して接触して（実線矢印方
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向）、このリードスイッチ１４を介して電源部１５と機能実行部１０とが電気的に接続さ
れて、電源部１５から機能実行部１０への電源供給が可能となる。
【００２５】
　このように、この実施の形態では、カプセル型内視鏡３外部の磁石６を、カプセル型筐
体１６の長手軸ｔ方向と平行にリードスイッチ１４に近づけ、リードスイッチ１４のリー
ド延出方向に略平行に加わる磁石６の磁界の磁気誘導作用に応じて、可動電極１４ｂ，１
４ｃを可動させて互いに接触させることで、電源部１５から機能実行部１０への電源供給
が可能となるので、リードスイッチの方向性を確認することなく、リードスイッチをオン
・オフ動作させ、カプセル型内視鏡の動作開始を確実かつ容易に行うことができる。
【００２６】
（変形例）
　図６は、リードスイッチ１４による電源供給のための動作を説明するための実施の形態
１の変形例にかかる模式図である。図において、この変形例では、磁石６を、イメージセ
ンサ３０が設けられたカプセル型内視鏡３の先端側から近づけて、カプセル型筐体１６内
に設けられたリードスイッチ１４にカプセル型内視鏡３におけるカプセル型筐体１６の長
手軸ｔ方向と略平行に磁石６の磁界の作用が加わるようにするものである。
【００２７】
　このように、この変形例では、カプセル型内視鏡３外部の磁石６を、カプセル型内視鏡
３の先端側から近づけて、リードスイッチ１４に略平行に加わる磁石６の磁界の磁気誘導
作用に応じて、可動電極１４ｂ，１４ｃを可動させて互いに接触させることで、電源部１
５から機能実行部１０への電源供給が可能となるので、実施の形態１と同様に、リードス
イッチの方向性を確認することなく、リードスイッチをオン・オフ動作させ、カプセル型
内視鏡の動作開始を確実かつ容易に行うことができる。なお、磁石６は、磁界の強さに応
じて、たとえば無線部１７が設けられたカプセル型内視鏡３の後端側から近づけてもよい
。
【００２８】
（実施の形態２）
　図７は、本発明にかかるカプセル型内視鏡３の実施の形態２の内部構成を示す断面図で
あり、図８は、図７に示したカプセル型内視鏡３をイメージセンサ３０が設けられた先端
側から矢視した矢視図である。図において、この実施の形態では、リードスイッチ１４は
、従来と同様に、その長手方向（リード延出方向）がカプセル型内視鏡３におけるカプセ
ル型筐体１６の長手軸方向と垂直になるように、カプセル型内視鏡３の略中央部に設けら
れたスイッチ基板２０上に配置されている。
【００２９】
　円板形状の照明基板２２の前面には、図８に示すように、６つのＬＥＤ１１とともに、
外部から認識可能な範囲にリードスイッチ１４の位置、たとえばリードスイッチ１４の中
心軸の角度を示す２つの三角形状の指標３５，３５が設けられている。この指標３５，３
５は、たとえば照明基板２２の製造時にその表面に形成してもよいし、基板表面への印刷
による印刷パターンによって形成してもよい。
【００３０】
　そして、これらの指標３５，３５に基づいて、磁石６をカプセル型内視鏡３の略中央部
の所定位置に近づける（たとえば、図８に示すようにＳ極とＮ極の端部をこれらの指標３
５，３５のそれぞれの位置と等しい位置でカプセル型内視鏡３の略中央部に近づける）こ
とによって、リードスイッチ１４のリード１４ｄ，１４ｅおよび可動電極１４ｂ，１４ｃ
は、磁石６の磁界の磁気誘導作用に応じて、互いが異なる極性に磁化され、この磁化によ
り可動電極１４ｂ，１４ｃの一端が互いに接触するように可動する。
【００３１】
　このように、この実施の形態では、カプセル型内視鏡３の外部から認識可能な範囲に、
リードスイッチ１４の位置を示す指標３５，３５を設け、これらの指標３５，３５に基づ
く所定位置に磁石６を近づけることによって、外部の磁石６の磁界がリードスイッチ１４
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のリード延出方向と平行に加わり、この磁界の磁気誘導作用に応じて、可動電極１４ｂ，
１４ｃを可動させて互いに接触させることで、電源部１５から機能実行部１０への電源供
給が可能となるので、リードスイッチの方向性を外部から容易に確認して、リードスイッ
チをオン・オフ動作させ、カプセル型内視鏡の動作開始を確実かつ容易に行うことができ
る。
【００３２】
　なお、この実施の形態では、指標３５によってリードスイッチ１４の位置（方向性）を
示したが、本発明はこれに限らず、他の部品の位置や方向をかえることによってリードス
イッチ１４の位置を示すようにすることも可能である。たとえば、その一例として本発明
では、図８に点線で示すように、ＬＥＤ１１のうちの特定のＬＥＤ１１を、円板形状の照
明基板２２の所定半径方向に沿って、ＬＥＤ１１の長手方向を配置させることで、リード
スイッチ１４の位置を示すように構成してもよい。この場合には、ＬＥＤ１１がＣＣＤ１
２に被写体像を結像する結像レンズの光学的特性で決まる視野範囲に入らないように、こ
のＬＥＤを配置するのが好ましい。
【００３３】
　また、この実施の形態では、磁界によって可動するリードスイッチについて説明したが
、この他にたとえば紫外線や熱などを感知して可動するスイッチも考えられ、この実施の
形態による指標は、これらスイッチの位置を示し、紫外線や熱を照射する位置を特定する
ものにも応用が可能である。
【００３４】
（変形例）
　図９は、カプセル型内視鏡３がスターター４０にセットされた場合の実施の形態２の変
形例で図８と同様の矢視図である。図において、この変形例では、照明基板２２の前面に
設けた指標３５，３５は、実施の形態２と同様であり、異なる点はスターター４０に磁石
６が配置されるとともに、この磁石６の配置位置を示す三角形状のパターンからなる指標
４１を磁石の中央部に設ける点である。
【００３５】
　この変形例では、カプセル型内視鏡３を駆動させるために、このカプセル型内視鏡３を
スターター４０内にセットし、磁石６をカプセル型内視鏡３の指標３５，３５に基づく所
定位置に近づける（たとえば、図９に示すように、スターター４０の指標４１をカプセル
型内視鏡３の２つの指標３５，３５の中央になるようにする）ことによって、リードスイ
ッチ１４のリード１４ｄ，１４ｅおよび可動電極１４ｂ，１４ｃは、磁石６の磁界の磁気
誘導作用に応じて、互いが異なる極性に磁化され、この磁化により可動電極１４ｂ，１４
ｃの一端が互いに接触するように可動する。
【００３６】
　このように、この変形例では、カプセル型内視鏡３の外部から認識可能な範囲に、リー
ドスイッチ１４の位置を示す指標３５，３５を設けるとともに、カプセル型内視鏡３がセ
ットされたスターター４０に磁石６の配置位置を示す指標４１を設け、これら指標３５，
３５，４１に基づく所定位置に磁石６を近づけることによって、実施の形態２と同様に、
外部の磁石６の磁界がリードスイッチ１４のリード延出方向と平行に加わり、この磁界の
磁気誘導作用に応じて、可動電極１４ｂ，１４ｃを可動させて互いに接触させることで、
電源部１５から機能実行部１０への電源供給が可能となるので、リードスイッチの方向性
を外部から容易に確認して、リードスイッチをオン・オフ動作させ、カプセル型内視鏡の
動作開始を確実かつ容易に行うことができる。
【００３７】
　なお、この変形例では、スターター４０に１つの指標４１を設けたが、本発明はこれに
限らず、たとえば円板形状の照明基板２２の中心から指標３５，３５を介した所定半径方
向のスターター４０の位置に、図９中に点線で示す指標４２，４２を設ける。そして、機
能実行部１０への電源供給時に、これら指標４２，４２が上記所定半径方向に位置するよ
うにスターター４０またはカプセル型内視鏡３を移動することによって、リードスイッチ
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１４の可動電極に磁石６の磁界の磁気誘導作用がおよぶようにすることも可能である。
【００３８】
（付記項１）
　被検体内に導入される略円筒形の長手軸方向に回転対称形状に形成される被検体内導入
装置において、
　前記略円筒形内に設けられ、予め設定された所定の機能を実行する機能実行部と、
　前記機能実行部に電源を供給する電源部と、
　前記長手軸方向と平行に設けられ前記機能実行部と電源部を接続し、前記長手軸方向の
外部から略平行に加わる磁界の作用に応じて、前記電源部から前記機能実行部へ電源供給
されるように構成されるスイッチ部と、
　を備えることを特徴とする被検体内導入装置。
【００３９】
（付記項２）
　前記スイッチ部は、前記長手軸方向の外部から略平行に加わる磁界の作用に応じて、異
なる極性に磁化される磁性体からなる２つの電極を有し、前記磁化により前記各電極が可
動して接触することにより、前記電源部から前記機能実行部へ電源供給されるようにする
ことを特徴とする付記項１に記載の被検体内導入装置。
【００４０】
（付記項３）
　所定の機能を実行する機能実行部および前記機能実行部に電源を供給する電源部間に接
続されるスイッチ部を、略円筒形の長手軸方向に回転対称形状に形成される被検体内導入
装置内に前記長手軸方向と平行に配置させる配置工程と、
　前記長手軸方向の被検体内導入装置外部から略平行に加わる磁界の作用に応じて、前記
スイッチ部が可動して、前記電源部から前記機能実行部へ電源供給されるようにする電源
供給工程と、
　を含むことを特徴とする電源供給方法。
【００４１】
（付記項４）
　前記スイッチ部は、２つの磁性体の電極を有し、前記電源供給工程では、前記長手軸方
向の被検体内導入装置外部から略平行に加わる磁界の作用に応じて、前記各電極が異なる
極性に磁化されて可動して接触することにより、前記電源部から前記機能実行部へ電源供
給されるようにすることを特徴とする付記項３に記載の電源供給方法。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明にかかる被検体内導入装置を含む無線型被検体内情報取得システムの全体
構成を示す模式図である。
【図２】本発明にかかるカプセル型内視鏡の実施の形態１の内部構成を示す断面図である
。
【図３】磁石を近づけた状態のリードスイッチの構成を示す拡大図である。
【図４】図２に示したカプセル型内視鏡の回路構成の一例を示すブロック図である。
【図５】リードスイッチによる電源供給のための動作を説明するための実施の形態１にか
かる模式図である。
【図６】リードスイッチによる電源供給のための動作を説明するための実施の形態１の変
形例にかかる模式図である。
【図７】本発明にかかるカプセル型内視鏡の実施の形態２の内部構成を示す断面図である
。
【図８】図７に示したカプセル型内視鏡をイメージセンサが設けられた先端側から矢視し
た矢視図である。
【図９】カプセル型内視鏡がスターターにセットされた場合の実施の形態２の変形例で図
８と同様の矢視図である。
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【符号の説明】
【００４３】
　１　被検体
　２　受信装置
　２ａ　アンテナユニット
　２ｂ　受信本体ユニット
　３　カプセル型内視鏡
　４　表示装置
　５　携帯型記録媒体
　６　磁石
　１０　機能実行部
　１１　ＬＥＤ
　１２　ＣＣＤ
　１３　光学系装置
　１４　リードスイッチ
　１４ａ　外部筐体
　１４ｂ，１４ｃ　可動電極
　１４ｄ，１４ｅ　リード
　１５　電源部
　１６　カプセル型筐体
　１７　無線部
　１８　送信装置
　１９　アンテナ
　２０　スイッチ基板
　２１　撮像基板
　２２　照明基板
　２３　ＬＥＤ駆動回路
　２４　電池
　２５　無線基板
　２６　ＣＣＤ駆動回路
　２７　システムコントロール回路
　２８　フレキシブル基板
　３０　イメージセンサ
　３１　信号処理・制御部
　３５，４１　指標
　４０　スターター
　Ａ１～Ａｎ　受信用アンテナ
　Ｌ　磁界
　ｔ　長手軸
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